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議案第５号  選挙人名簿の定時登録等について 

 

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22条第１項の規定により選挙人名簿

に登録される資格を有する者及び同法第28条の規定により登録を抹消する者

を、次のとおり決定する。 

 

別 添 

 

 

【参考】公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）  

（登録）  

第 22条  市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、登録月の１日現在により、当

該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日（同日が地方自治法第４条の２第１

項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日（以下この項及び第二百七十条第一項

において「地方公共団体の休日」という。）に当たる場合（当該市町村の区域の全部又は一部

を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の１日が当該選挙の期日の公示又は

告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にあるときを除く。）には、登録月の１日又は同

日の直後の地方公共団体の休日以外の日。以下この項において「通常の登録日」という。）に

選挙人名簿に登録しなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、天災その他特別

の事情がある場合には、政令で定めるところにより、登録の日を通常の登録日後に変更するこ

とができる。  

２～４    略  

（登録の抹消）  

第 28条  市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の

各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなけれ

ばならない。この場合において、第四号に該当するに至つたときは、その旨を告示しなければ

ならない。  

⑴  死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。  

⑵  前条第１項又は第２項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた  

日後４箇月を経過するに至つたとき。  

⑶  第 30条の６第２項の規定による第 30条の２第３項に規定する在外選挙人名簿への登録の

移転をすることとするとき。  

⑷  登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。  
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【参考】今回定時登録における登録等の要件について  

１  基 準 日  令和６年９月１日  

２  登 録 日  令和６年９月２日  

３  登録等の要件  

(1) 今回登録者  

ア  転   入   令和６年３月２日から令和６年６月１日までの転入  

イ  出   生   平成 18年６月３日から平成 18年９月２日までの出生  

ウ  表示登録   令和６年５月１日以降の転出         

(2) 今回抹消者  

ア  転   出   令和６年２月１日から令和６年４月 30日までの転出  

イ  死   亡   令和６年６月２日から令和６年９月１日までの死亡  

(3) 今回表示者  

ア  転   出   令和６年９月１日までの転出  

 

※令和６年６月１日定時登録（前回）  

基準日   令和６年６月１日  

登録日   令和６年６月３日  
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（参考）選挙人名簿登録者数 
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議案第６号  令和７年裁判員候補者の選定について 

 

 １ 割当員数  54人 

 ２ 選定方法 

   裁判員制度名簿調製プログラムのくじ機能により、選挙人名簿から裁

判員候補予定者54人を選定する。 

 ３ 選定結果  別添のとおり 

 

 
 

【参考】  裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（平成 16年法律第 63号）  

（裁判員候補者の員数の割当て及び通知）  

第 20条  地方裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、毎年９月１日までに、次年に必

要な裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会

に通知しなければならない。  

２  前項の裁判員候補者の員数は、最高裁判所規則で定めるところにより、地方裁判所が対象事

件の取扱状況その他の事項を勘案して算定した数とする。  

（裁判員候補者予定者名簿の調製）  

第 21条  市町村の選挙管理委員会は、前条第１項の通知を受けたときは、選挙人名簿に登録され

ている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者（公職選挙法（昭和 25

年法律第 100号）第 27条第１項  の規定により選挙人名簿に同法第 11条第１項  若しくは第 252条  

又は政治資金規正法  （昭和 23年法律第 194号）第 28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の

表示がなされている者を除く。）をくじで選定しなければならない。  

２及び３    略  

 

◎裁判員制度  

一定の重大な犯罪について刑事裁判に参加し、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのよう

な刑にするのかを裁判官と一緒に決める。  

◎釧路地裁裁判員裁判対象事件数の推移  

  令和元年から令和５年までに公判請求された事件のうち，裁判員裁判対象事件の起訴件数及

び起訴人数については、次表のとおり。            （※釧路地方検察庁ＨＰから） 

 令和元年  令和２年  令和３年  令和４年  令和５年  

裁 判 員 裁 判 対 象 事 件 起 訴 件 数

（件）  
４  ５  ３  ８  ７  

裁判員裁判起訴人数（人）  ４  ５  ２  ８  ７  
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議案第７号  令和７年検察審査員候補者の選定について 

 

 １ 割当員数  第１群  ８人  第２群  ７人 

         第３群  ８人  第４群  ８人  合計 31人 

 ２ 選定方法 

   裁判員制度名簿調製プログラムのくじ機能により、選挙人名簿から検

察審査員候補予定者を選定する。 

第１群から第４群までの合計数 31人を１回のくじで選定し、その名簿

の上位から順に割当員数に応じて第１群から第４群までの候補者とする。 

 ３ 選定結果  別添のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】  検察審査会法（昭和 23年法律第 147号）  

第９条  検察審査会事務局長は、毎年９月１日までに、検察審査員候補者の員数を当該検察審

査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければな

らない。  

２  検察審査員候補者は、各検察審査会ごとに、第１群から第４群までの４群に分け、各群の

員数は、それぞれ 100人とする。  

第 10条   市町村の選挙管理委員会は、前条第１項の通知を受けたときは、当該市町村の選挙人

名簿に登録されている者の中からそれぞれ第１群から第４群までに属すべき検察審査員候補

者の予定者として当該通知に係る員数の者（公職選挙法  （昭和 25年法律第 100号）第 27条第

１項  の規定により選挙人名簿に同法第 11条第１項  若しくは第 252条  又は政治資金規正法  

（昭和 23年法律第 194号）第 28条  の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示がなされて

いる者を除く。）をくじで選定しなければならない。  

２及び３    略  
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◎検察審査会制度  

検察官が被疑者を起訴しなかったことがよかったのかどうかを、11人の検察審査員が審査

する制度。  

◎検察審査員候補者は、各検察審査会に第１群から第４群までの４群に分けられ、任期は６ヶ

月である（法第 14条）。  

 任期  選出  人数  

第１群  ２月１日から７月 31日まで  前年 12月 28日まで  名 簿 100人 か ら検 察 審査

員・補充員各５人  

第２群  ５月１日から 10月 31日まで  ３月 31日まで  名 簿 100人 か ら検 察 審査

員・補充員各６人  

第３群  ８月１日から翌年１月 31日まで  ６月 30日まで  名 簿 100人 か ら検 察 審査

員・補充員各５人  

第４群  11月１日から翌年４月 30日まで  ９月 30日まで  名 簿 100人 か ら検 察 審査

員・補充員各６人  
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